
 

東名静岡東スマートインターチェンジ地区協議会規約 

 

 国、静岡県、中日本高速道路株式会社及び静岡市は、スマートインターチェンジ（スマート

ＩＣ）[高速道路利便増進事業]制度実施要綱第５の２．の規定に基づく地区協議会を以下のと

おり設立する。 

（名称） 

第１条 地区協議会の名称は、東名静岡東スマートインターチェンジ地区協議会（以下「協議

会」という。）とする。ただし、東名静岡東スマートインターチェンジというインターチェン

ジ名称は、協議会にて名称案が決定するまでの仮称とする。 

（目的） 

第２条 協議会は、東名新静岡（仮称）スマートＩＣ検討準備会の検討結果を踏まえ、東名静

岡東スマートインターチェンジ（以下「スマートＩＣ」という。）の社会便益、安全性、採算

性、構造・整備方法、管理・運営方法等を検討し、関係機関相互の調整を図るとともに、ス

マートＩＣの供用開始後において定期的に検討結果を評価し、必要に応じて当該検討結果の

見直しを行うことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討及び調整を行う。 

（１）スマートＩＣの社会便益に関すること。 

（２）スマートＩＣ及び周辺道路の安全性に関すること。 

（３）スマートＩＣの採算性に関すること。 

（４）スマートＩＣの構造・整備方法に関すること。 

（５）スマートＩＣの管理・運営方法に関すること。 

（６）スマートＩＣの名称案に関すること。 

（７）スマートＩＣの供用開始後における社会便益、安全性、採算性、管理・運営方法等につ

いてのフォローアップに関すること。 

（８）前各号に掲げるもののほか、前条の目的の達成のために協議会が必要があると認める事 

  項 

（構成及び会員） 

第４条 協議会は、国、静岡県、中日本高速道路株式会社及び静岡市をもって構成し、別表第

１に掲げる職にある者により組織する。 

（会長） 



 

第５条 協議会に会長を置く。 

２ 会長は、静岡市都市局長の職にある者をもって充てる。 

３ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

５ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した者がその職

務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、会員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させるこ

とができる。 

４ 協議会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又

は説明を聴くことができる。 

（作業部会） 

第７条 第３条各号に掲げる所掌事項について、必要な資料の収集及び整理その他の作業をさ

せるため、協議会に作業部会を置く。 

２ 作業部会は、別表第２に掲げる職にある者により組織する。 

３ 作業部会に部会長を置き、静岡市都市局都市計画部都市計画課都市企画担当課長の職にあ

る者をもって充てる。 

４ 前条の規定（同条第３項を除く。）は、作業部会の会議について準用する。この場合におい

て、同条中「協議会」とあるのは「作業部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「会員」

とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、静岡市都市局都市計画部都市計画課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮

って定める。 

 附 則 

この規約は、平成24年５月16日から施行する。 



 

別表第１（第４条関係） 

東名静岡東スマートインターチェンジ地区協議会 会員名簿 

職 名 

国土交通省中部地方整備局道路部地域道路課長 

国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所長 

静岡県交通基盤部道路局道路企画課長 

静岡県警察本部交通部交通規制課長 

静岡県警察本部交通部高速道路交通警察隊長 

静岡県静岡南警察署長 

中日本高速道路株式会社東京支社総務企画部企画調整チームリーダー 

中日本高速道路株式会社東京支社保全・サービス事業部企画統括チームリーダー 

中日本高速道路株式会社東京支社静岡保全・サービスセンター所長 

静岡市都市局長 

静岡市都市局都市計画部長 

静岡市建設局道路部長 



 

別表第２（第６条、第７条関係） 

東名静岡東スマートインターチェンジ地区協議会 作業部会名簿 

職 名 

国土交通省中部地方整備局道路部建設専門官 

国土交通省中部地方整備局静岡国道事務所調査課長 

静岡県交通基盤部道路局道路企画課高速道路班長 

静岡県警察本部交通部交通規制課課長補佐 

静岡県警察本部交通部高速道路交通警察隊隊長補佐 

静岡県静岡南警察署交通課長 

中日本高速道路株式会社東京支社総務企画部企画調整チームサブリーダー 

中日本高速道路株式会社東京支社保全・サービス事業部企画統括チームサブリーダー 

中日本高速道路株式会社東京支社静岡保全・サービスセンター保全担当課長（改良） 

中日本高速道路株式会社東京支社静岡保全・サービスセンター保全担当課長（管理） 

静岡市都市局都市計画部都市計画課長 

静岡市都市局都市計画部都市計画課都市企画担当課長 

静岡市建設局道路部道路計画課長 

 


